
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農⼭漁村地域整備交付⾦＜公共＞

＜対策のポイント＞
地⽅の裁量によって実施する農林⽔産業の基盤整備や農⼭漁村の防災・減災対策を⽀援します。
＜政策⽬標＞
○ 担い⼿が利⽤する⾯積が全農地⾯積の８割となるよう農地集積を推進［平成35年度まで］
○ ⽊材供給が可能となる育成林の資源量が23.４億ｍ3に増加するよう林道等の路網整備を推進［平成37年度まで］
○ ⼤規模地震が想定されている地域等において整備率が69％となるよう海岸堤防等の整備を推進［平成32年度まで］

交付⾦を活⽤した事業の実施例

【農業農村基盤整備】 【⽔産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

ほ場整備による農業⽣産性の向上、
秩序ある⼟地利⽤の推進

⽼朽化したため池の全⾯改修により
洪⽔被害を未然防⽌

津波・⾼潮対策としての⽔⾨整備津波、⾼潮による被害を未然に防ぐた
め海岸堤防の整備を推進

漁村における津波避難対策
（避難地、避難路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

＜事業の流れ＞

１．都道府県⼜は市町村は、地域の実情に応じて農⼭漁村地域整備の⽬
標等を記載した農⼭漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事業を実
施します。

２．農業農村、森林、⽔産の各分野において、農⼭漁村地域の⽣産現場の
強化や防災⼒の向上のための事業を選択して実施することができます。
① 農業農村分野：農⽤地整備、農業⽤⽤排⽔施設整備、

海岸保全施設整備等
② 森 林 分 野：予防治⼭、路網整備等
③ ⽔ 産 分 野：漁港漁場整備、漁村環境整備、

海岸保全施設整備等
※ 平成30年度第2次補正予算及び平成31年度予算概算決定における臨時・特別の措置

では、重要インフラの緊急点検の結果を踏まえた防災・減災、国⼟強靱化のための緊急対
策を⾏う事業を対象としています。

３．農業集落排⽔事業において、農村地域の防災拠点におけるマンホール
トイレシステムの整備を追加します。 ※ 下線部は、農村振興局関連の拡充内容

林道等の整備により効率的な間伐
材等の搬出を実現

治⼭施設による⼭地災害の未然防⽌

交付

国
市町村 等

交付
都道府県

交付

都道府県・市町村

国費率1/2等

［お問い合わせ先］
（03-6744-2200）
（03-3501-3842）
（03-6744-2392）

農村振興局地域整備課
林野庁計画課
⽔産庁防災漁村課

（農業農村分野に関すること）
（森林分野に関すること）
（⽔産分野に関すること）

【平成31年度予算概算決定額 92,714（91,650）百万円】
（平成30年度第２次補正予算額 5,000百万円）〔「臨時・特別の措置」を含む平成31年度概算決定額 97,714百万円〕



農山漁村地域整備交付金（農業集落排水事業）（拡充内容）

○ 災害時には、飲食料や衣料の確保とともに、トイレ・衛生対策が重要。過去の震災では、トイレに行く回数を減らすために水

分を控えたことで慢性的な脱水状態になる等、災害時のトイレ問題による健康被害が深刻化。

○ 都市部（下水道区域）においては、避難所等へのマンホールトイレシステムの整備、下水道施設への備蓄倉庫及び耐震性貯

水槽の設置が事業制度化されており、全国の地方公共団体に活用され整備が進められているところ。平成28年に発生した熊

本地震においては、熊本市で整備済みのマンホールトイレ20基が活躍。

○ 農村地域における災害発生時の衛生環境を確保するため、集落排水区域内の防災拠点におけるマンホールトイレシステム

の整備（１処理区当たり１か所を上限等）を事業内容に追加。

マンホールトイレシステムの構造（例） マンホールトイレシステムの設置イメージ

設置状況
（H28熊本地震：熊本県熊本市）

トイレ内部

災害避難所のトイレ使用状況
（断水により衛生環境が悪化）

断水時においても
トイレが水洗化され
衛生環境が改善

集落排水
管路

農業集落排水事業による整備範囲
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注水ます

水洗用水
を注水

○ 避難所等の地中へ、あらかじめ集落排水管路へ直結する排水管
及びマンホール（立上管）を整備

○ 災害時に、マンホールの上に簡易な便器やパネル等を設置し、仮
設トイレとして使用

○ 上流側からプール等の水を注ぎ、し尿を下流側の集落排水管路
へ流下

（※農業集落排水事業による整備は、マンホールを含む地下構造物に限る）

排水管
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